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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入器ハンドピースと取外し可能に結合するように構成された眼内レンズ注入器カート
リッジ組立体であって、
　遠位端部と近位端部との間に延在する長手方向のボアを有するチューブ状本体と、
　前記長手方向のボア内に配置された眼内レンズと、
　レンズと接触するプランジャーロッドであって、前記眼内レンズと、前記チューブ状本
体の近位端部との間において実質的に前記ボア内において保持され、且つ、前記眼内レン
ズが当該レンズと接触するプランジャーロッドの並進によって折り畳まれて前記チューブ
状本体の遠位端部から放出されるように、前記注入器ハンドピースによって前記チューブ
状本体の近位端部内に導入された注入器ロッドによって係合されると前記長手方向のボア
に沿って並進するように構成された、レンズと接触するプランジャーロッドと、
　前記長手方向のボア内に形成されたプランジャーガイドであって、前記プランジャーロ
ッドの外周を少なくとも部分的に囲むプランジャーガイドと
を具備し、
　前記プランジャーロッドが拡大された遠位端部を具備し、前記プランジャーガイドが通
路を画成し、前記プランジャーロッドの拡大された遠位端部の大きさは、該プランジャー
ロッドが前記長手方向のボア内に保持されるように、前記通路の大きさよりも大きい、眼
内レンズ注入器カートリッジ組立体。
【請求項２】
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　前記注入器ハンドピースと係合するための、前記チューブ状本体から突出する一つ以上
の把持部を更に具備する、請求項１に記載のカートリッジ組立体。
【請求項３】
　前記チューブ状本体が、前記眼内レンズと、前記レンズと接触するプランジャーロッド
とのうちの少なくとも一つを設置するために前記チューブ状本体の第１の面上に配置され
た開口と、該開口を覆って設置されたカバーとを具備する、請求項１に記載のカートリッ
ジ組立体。
【請求項４】
　前記カバーが該カバーの一方の端部においてヒンジによって前記チューブ状本体に連結
される、請求項３に記載のカートリッジ組立体。
【請求項５】
　前記チューブ状本体が、前記開口に近接した一つ以上の保持要素を具備し、前記カバー
が、前記一つ以上の保持要素内にスナップ嵌合するように構成される、請求項３に記載の
カートリッジ組立体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２００９年２月１１日に出願された米国仮特許出願第６１／１５１７１２号に
ついて優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、概して、眼内に眼内レンズ（ＩＯＬ）を供給するための装置及び技術に関し
、特に、ＩＯＬの出荷及び注入のために使用されるカートリッジに関する。
【背景技術】
【０００３】
　人間の眼は、角膜と呼ばれる透明な外側部分を通して光を透過させ且つ水晶体によって
網膜上に画像を結像することによって視力を提供するように機能する。結像される画像の
質は、眼の大きさ及び形状、並びに角膜及び水晶体の透明度を含む多くの要因に依存する
。加齢又は病気によって水晶体の透明度が低下すると、網膜に透過されうる光が減少する
ので、視力が悪化する。眼の水晶体におけるこの欠陥は、医学的には白内障として知られ
ている。この状態について認容された治療法は、外科的に水晶体を取り除いてその水晶体
の機能を人工的な眼内レンズ（ＩＯＬ）に置き換えることである。
【０００４】
　米国では、白内障水晶体の大部分は、水晶体超音波乳化吸引術と呼ばれる外科技術によ
って取り除かれる。この手術の間、穴が前嚢内に作られ、細い水晶体超音波乳化吸引術用
切断チップが、病気に冒された水晶体内に挿入されて超音波振動される。振動する切断チ
ップは、水晶体が眼の外に吸引されうるように水晶体を液化し又は乳化する。病気に冒さ
れた水晶体は、一旦取り除かれると、その後、ＩＯＬによって置き換えられる。
【０００５】
　ＩＯＬは、病気に冒された水晶体を取り除くのに使用される同一の小さな切開創を通し
て眼内に挿入される。ＩＯＬ注入器の挿入カートリッジにはＩＯＬが装填され、挿入カー
トリッジの先端部が切開創内に挿入されて、レンズが眼内に供給される。
【０００６】
　今日製造される多くのＩＯＬは、特定の特徴を有する、ポリマーから作られる。これら
特徴によって、レンズが、非常に小さな切開創を通して挿入されるために折り畳まれ、且
つ、眼内に供給された後に、折り畳まれた状態からレンズの適切な形状に開くことが可能
となる。レンズを折り畳み且つ比較的小さな直径のルーメン（lumen）を提供する注入器
カートリッジが一般的に使用され、レンズは、通常、柔らかいチッププランジャー（tip 
plunger）によってルーメンを通して眼内に押されることができる。これらカートリッジ
のいくつかが、１９９９年９月７日にＶａｎ Ｎｏｙ等に発行された米国特許第５９４７
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９７６号明細書、２００３年３月２５日にＶａｎ Ｎｏｙに発行された米国特許第６５３
７２８３号明細書において記述され、これら各特許の全内容は参照によって本明細書の一
部を構成する。他のカートリッジ及び注入器装置が、米国特許第４６８１１０２号明細書
（Ｂａｒｔｅｌｌ）、米国特許第５４９４４８４号明細書及び米国特許第５４９９９８７
号明細書（Ｆｅｉｎｇｏｌｄ）、米国特許第５６１６１４８号明細書及び米国特許第５６
２０４５０号明細書（Ｅａｇｌｅｓ等）、米国特許第５２７５６０４号明細書（Ｒｈｅｉ
ｎｉｓｈ等）、並びに米国特許第５６５３７１５号明細書（Ｒｅｉｃｈ等）において示さ
れ、これら各文書の全内容も、以下の開示についての背景及び技術的背景を提供すべく参
照によって本明細書の一部を構成する。様々な設計がこれら参照文献において開示された
にもかかわらず、ＩＯＬ注入器カートリッジ及びＩＯＬ注入技術における改良が今もなお
必要とされている。
【発明の概要】
【０００７】
　予め装填されたレンズと、一体の、レンズと接触するプランジャーロッドとを含む眼内
レンズ注入器カートリッジ組立体が開示される。カートリッジ組立体は、注入器ハンドピ
ースと取外し可能に結合するように構成され、このため、手動注入器システム又は自動注
入器システムと共に使用されるのに適する。眼内レンズ注入器カートリッジ組立体の例示
的な実施形態では、遠位端部と近位端部との間に延在する長手方向のボアを有するチュー
ブ状本体と、前記長手方向のボア内に配置された眼内レンズと、眼内レンズとチューブ状
本体の近位端部との間において実質的に前記ボア内において保持された、レンズと接触す
るプランジャーロッドとが含まれる。レンズと接触するプランジャーロッドは、眼内レン
ズが、レンズと接触するプランジャーロッドの並進によって折り畳まれてチューブ状本体
の遠位端部から放出されるように、注入器ハンドピースによってチューブ状本体の近位端
部内に導入された注入器ロッドによって係合されると長手方向のボアに沿って並進するよ
うに構成される。いくつかの実施形態では、カートリッジ組立体は、プランジャーガイド
であって、長手方向のボア内に配置され、且つ、レンズと接触するプランジャーロッドの
外周を少なくとも部分的に囲むプランジャーガイドを具備する。
【０００８】
　カートリッジ組立体の様々な実施形態では、注入器ハンドピースと係合するための、チ
ューブ状本体から突出する一つ以上の把持部が更に含まれうる。いくつかの実施形態では
、チューブ状本体は、眼内レンズと、レンズと接触するプランジャーロッドとのうちの少
なくとも一つを設置するためにチューブ状本体の第１の面上に配置され開口と、前記開口
を覆って設置されたカバーとを具備する。カバーは、これら実施形態のいくつかでは、カ
バーの一方の端部においてヒンジによってチューブ状本体に連結され、チューブ状本体が
、これら実施形態及び他の実施形態では、開口に近接した一つ以上の保持要素を具備する
ことができるので、カバーは、一つ以上の保持要素内にスナップ嵌合するように構成され
うる。
【０００９】
　当然のことながら、当業者は、本発明が上記の特徴、利点、内容、又は例に限定される
ものではないことを理解し、以下の詳細な説明を読み且つ添付の図面を見ることによって
追加の特徴及び利点に気付くであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、例示的な使い捨て用の、予め装填された眼内レンズの注入器カートリッ
ジ組立体の平面図である。
【図２】図２は、図１のカートリッジ組立体の立面図である。
【図３】図３は、図１のカートリッジ組立体の断面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、別の例示的なＩＯＬ注入器カートリッジ組立体を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、別の例示的なＩＯＬ注入器カートリッジ組立体を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明のいくつかの実施形態に係る注入器カートリッジからのレン
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ズの供給を示す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明のいくつかの実施形態に係る注入器カートリッジからのレン
ズの供給を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上述された米国特許において記述された眼内レンズ（ＩＯＬ）注入器カートリッジのい
くつかを含む、多くの従来の眼内レンズ注入器カートリッジは、注入処置の直前に、ＩＯ
Ｌが手作業で装填され、且つ注入器ハンドピースに取り付けられる。手動ハンドピース又
は電動ハンドピースは、レンズと接触するプランジャーを含み、レンズと接触するプラン
ジャーは注入器カートリッジ内に且つ注入器カートリッジを通して押し進められ且つレン
ズを折り畳んで注入器カートリッジの先端部又は「遠位」端部からレンズを眼内に放出す
る。ＩＯＬを装填することに関連する不便及び潜在的な複雑さに加えて、これらシステム
の別の懸念事項が、レンズと接触するプランジャーが、ＩＯＬの汚染を回避すべく再使用
の前に念入りに清潔にされなければならないということであることが当業者によって理解
されるであろう。
【００１２】
　本発明の実施形態には、注入器ハンドピースと取外し可能に結合するように構成された
眼内レンズ注入器カートリッジ組立体が含まれる。カートリッジ組立体には眼内レンズが
予め装填され、カートリッジ組立体は、手動注入器又は自動注入器に取り付けられるよう
に可撓性を有する。カートリッジ組立体が、カートリッジ内に構築された、レンズと接触
するプランジャーロッドを含むので、ハンドヘルドの注入装置からの可動ロッドが、レン
ズと接触するプランジャーロッドと係合し、次いで、レンズと接触するプランジャーロッ
ドはレンズを前進させて放出する。カートリッジと、レンズと接触するプランジャーとが
使い捨て可能な単一ユニットとして提供され、且つ、再使用可能な注入装置のロッドが決
してＩＯＬと接触することがないので、汚染の可能性が、再使用可能な、レンズと接触す
るプランジャーを用いて生じうる汚染の可能性よりも低減される。
【００１３】
　図１～図３において描かれた例示的な実施形態において見られるように、使い捨て用の
、予め装填された眼内レンズの注入器カートリッジ１０が、中に長手方向のボア１８を有
するチューブ状本体１１を含む。眼内レンズ２０が、レンズと接触するプランジャー３０
と一緒に長手方向のボア１８内に配置されるように予め設置される。レンズと接触するプ
ランジャー３０は、眼内レンズと、カートリッジ１０の近位端部１６との間において少な
くとも実質的に長手方向のボア１８内において保持され、且つ、いくつかの実施形態では
、注入器ハンドピース（図示せず）の注入器ロッド４０と結合するためのソケット３２を
含むことができる。レンズと接触するプランジャー３０は、注入器ハンドピースによって
カートリッジの近位端部１６内に導入される注入器ロッド４０によって係合されると、長
手方向のボア１８に沿って並進し、且つ、眼内レンズがカートリッジのテーパー部１２を
通過するように眼内レンズ２０を折り畳んで、カートリッジの遠位端部１５から患者の眼
内に眼内レンズ２０を放出する。図３において見られるように、チューブ状本体１１の内
部は、レンズと接触するプランジャーロッド３０を適切な向きに保つべく、（いくつかの
実施形態ではチューブ状本体と、又は他の実施形態では、別個に設置された要素と一体形
成されうる）プランジャーガイド要素３５を含むことができ、プランジャーガイド要素３
５は、例えば、カートリッジ１０内においてプランジャーロッド３０の最も内側の端部を
「捕捉する」ことによって、又はプランジャーロッド３０がカートリッジ１０から容易に
落下するのを避けるべく単純に十分な摩擦を提供することによって、カートリッジ１０内
において、レンズと接触するプランジャーロッド３０を保持するようにも機能することが
できる。
【００１４】
　チューブ状本体１１は、眼の手術における使用に適した任意の材料から概して形成され
、いくつかの実施形態では、ポリプロピレンのような適切な熱可塑性材料から一個取り又
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は複数個取りで鋳造されうる。いくつかの実施形態では、熱可塑性材料は、潤滑向上剤、
例えば米国特許第５７１６３６４号明細書において開示された潤滑向上剤を含むことがで
きる。ノズル１４が、様々な実施形態では、丸みを帯び、すなわち、断面において長円又
は楕円であり、且つ、遠位先端部１５において約１平方ミリメーターほどの小さな断面積
を有することができるので、遠位先端部１５は眼内における非常に小さな切開創内に挿入
されることができる。図１～図３において示される実施形態では、カートリッジ１０は、
チューブ状本体１１から突出する一対の把持部１７を含み、これら把持部は、カートリッ
ジ１０の容易な取扱いを可能とし、且つ、カートリッジ１０が所定の位置にロックされう
るように注入器ハンドピースと係合するための機構を提供する。狭い注入部１１が、眼内
レンズ２０が、レンズと接触するプランジャーロッド３０によって長手方向のボア１８に
沿って押されるように、眼内レンズ２０を折り畳むように特別に成形されうることが当業
者によって理解されるであろう。注入器部分１１について多様な適切な設計が可能であり
、多様な適切な設計には、これらに限定されるものではないが、米国特許第５９４７９７
６号明細書（Ｖａｎ Ｎｏｙ等）及び米国特許第６１４３００１号明細書（Ｂｒｏｗｎ等
）において示されるものが含まれ、これら両方の特許文献の全内容は参照によって本明細
書の一部を構成する。
【００１５】
　上記されたように、いくつかの実施形態では、予め装填されたカートリッジ１０のチュ
ーブ状本体１１は一部品として形成されうる。斯かる実施形態では、眼内レンズ２０と、
レンズと接触するプランジャーロッド３０とは、装置の出荷前に、カートリッジの製造業
者によってカートリッジの近位端部１６からカートリッジ１０内に予め設置されることが
できる。しかしながら、図４Ａ及び図４Ｂにおいて描かれたカートリッジ１０の実施形態
のような他の実施形態では、眼内レンズ２０と、レンズと接触するプランジャーロッド３
０とがより容易に設置されうるように、カートリッジ本体１１の一方の面上に配置された
開口４２が含まれてもよい。これら構成部品が設置された後、開口４２は、開口４２を覆
ってカバー４４を設置することによって閉じられることができる。いくつかの実施形態で
は、カバー４４及びチューブ状本体４２は、カバー４４が所定の位置にスナップ嵌合する
（snap into）ように形成されることができ、カバー４４は、いくつかの実施形態では、
一方の端部においてチューブ状本体１１に対するヒンジ連結を形成してもよい。他の実施
形態では、カバー４４は、レンズと接触するプランジャーロッド３０及び／又は眼内レン
ズ２０が設置された後、所定の位置において接着され又は融合されてもよい。
【００１６】
　図５Ａ及び図５Ｂは本操作のいくつかの実施形態の基本操作を示す。図５Ａでは、注入
器ロッド４０が、レンズと接触するプランジャーロッド３０のソケット３２と結合するよ
うに注入器ハンドピースによってチューブ状本体１１の近位端部１６内に導入される。注
入器ロッド４０の更なる移動によって、レンズと接触するプランジャーロッド３０が眼内
レンズ２０と係合し、いくつかの実施形態では、眼内レンズ２０は、予め僅かに折り畳ま
れた状態で予め設置されることができる。あらゆる場合において、レンズ２０が、カート
リッジ本体のテーパー部１２及びノズル１４を通って進むように更に折り畳まれる。最後
に、図５Ｂにおいて示されるように、眼内レンズ２０が、ノズル１４の遠位先端部１５か
ら眼内に絞り出されて、眼内において、折り畳まれた状態からその自然な形状に開く。
【００１７】
　ハンドピースの詳細が、本発明を完全に理解するために必ずしも必要ではないので本明
細書において詳細に議論されることはないが、上述されたカートリッジ組立体が、手動注
入器ロッドを含むハンドピース又は電動注入器ロッドを含むハンドピースと共に使用され
るのに適切であることが当業者によって理解されるであろう。したがって、いくつかの実
施形態では、本明細書において開示された概念に従って設計されたＩＯＬ注入器カートリ
ッジ組立体は両方の種類のハンドピースと互換性を有することができる。カートリッジと
、レンズと、レンズと接触するプランジャーとを単一ユニットとして提供することの更な
る利点が、単回使用の後にプランジャーを廃棄できることであり、このため、再使用可能
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なレンズプランジャーにおいて見られうる汚染の可能性が低減されることが当業者によっ
て理解されるであろう。
【００１８】
　眼内レンズ注入器カートリッジ組立体と、斯かる装置を使用するための方法との様々な
実施形態の前述は例示及び例の目的で与えられた。当然のことながら、本発明が、本発明
の本質的特徴を逸脱することなく本明細書において具体的に説明された態様とは異なる態
様において実施されうることが当業者によって理解されるであろう。したがって、本実施
形態はあらゆる点において例示的であり且つ限定されるものではないと考えられるべきで
あり、添付の特許請求の範囲の意味及び均等範囲内に入る全ての変更が本明細書において
包括されることが意図されている。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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